
 

 

資料６ 

 

情報提供 



釧路地方気象台

気象台からの情報提供
第８回十勝川外減災対策協議会

1．指定河川洪水予報の改善
2．避難情報に関するガイドラインと防災気象情報
3．気象庁ホームページのリニューアル
4．大雨警報（浸水害）・洪水警報等における除外格子の設定
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第８回十勝川外減災対策協議会

①

・指定河川洪水予報とは？
河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるよう、国または国と都道府県が共同で、あらかじめ

指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示して行う洪水の予報。

1．指定河川洪水予報の改善（令和3年6月1日）
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第８回十勝川外減災対策協議会

②

・国管理河川における指定河川洪水予報の予測時間の延長

1．指定河川洪水予報の改善（令和3年6月1日）

国管理河川の（水位）の欄が、
３時間先から６時間先までに拡張されます。
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第８回十勝川外減災対策協議会

③

1．指定河川洪水予報の改善（令和3年6月1日）
・指定河川洪水予報の予測時間延長の効果
予測時間の延長により、より長いリードタイムをもってこれまでより早い段階から警戒を呼びかけることが可能になります。

予測時間が長いほど不確実性が高く、予測値は時間とともに変わりうるため、
最新の情報をご確認ください。
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第８回十勝川外減災対策協議会

④

1．指定河川洪水予報の改善（令和3年6月1日）
・気象庁ホームページにおける最新の指定河川洪水予報の確認方法

防災情報 タブをクリック 地域順 または 都道府県選択 をクリック

※太い河川が、指定河

川洪水予報の発表
状況を表しています。

をクリック
気象防災の

指定河川洪水予報

■指定河川洪水予報の発表状況は、「キキクル（危険度分布）」でも確認できます。
キキクル（危険度分布）をクリック

防災情報 タブをクリック

・大雨特別警報切替時に発表する「河川氾濫に関する情報」（臨時の洪水予報）の確認方法

タブ をクリック防災情報 をクリック
気象防災の

気象情報 をクリック

※ 「河川氾濫に関する情報」は、「台風第●号に

関する●●県気象情報」や「大雨に関する●●
県気象情報」といった名称で発表されます。

地図より該当する

都道府県 をクリック ●●県気象情報 第●号

5



第８回十勝川外減災対策協議会

⑤

2．避難情報に関するガイドラインと防災気象情報

「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」（内閣府）に基づき気象庁作成
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑥

2．避難情報に関するガイドラインと防災気象情報
・警戒レベル相当情報 ~防災気象情報と警戒レベル~
⇒ 警戒レベルとは、５段階に整理した「住民が取るべき行動」と「行動を促す情報」とを関連付けるもの。
⇒ 警戒レベル相当情報とは、様々な防災気象情報のうち、避難情報等の発令判断に資する情報について、警戒レベルとの関連を
明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促すためのもの。

警
戒
レ
ベ
ル

状況
住民が

取るべき行動

行動を促す
情報

(避難情報等)

警戒
レベル
相当
情報

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる防災気象情報

洪水等に関する情報
土砂災害に
関する情報
（下段：土砂災害の
危険度分布）

高潮に
関する情報

水位情報が
ある場合

(下段：国管理河川の
洪水の危険度分布)

水位情報が
ない場合
（下段：洪水警報
の危険度分布）

内水氾濫に関
する情報

５
災害発
生又は
切迫

命の危険
直ちに安全確保！

緊急安全確保
(必ず発令されるものではない)

５
相
当

氾濫発生情報

危険度分布：黒
(氾濫している可能性)

大雨特別警報
（浸水害）

大雨特別警報
（土砂災害）

高潮氾濫発生情報

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
災害のお
それ高い

危険な場所から
全員避難

避難指示
（従来の避難勧告の
タイミングで発令）

４
相
当

氾濫危険情報

危険度分布：紫
(氾濫危険水位超過相当)

危険度分布：うす紫
（非常に危険）

内水氾濫
危険情報
（水位周知下水道に
おいて発表される情
報）

土砂災害警戒情報

危険度分布：うす紫
（非常に危険）

高潮特別警報
高潮警報

３
災害のお
それあり

危険な場所から
高齢者等は避難※

高齢者等避難
３
相
当

氾濫警戒情報

危険度分布：赤
(避難判断水位超過相当)

洪水警報

危険度分布：赤
（警戒）

大雨警報（土砂災害）

危険度分布：赤
（警戒）

高潮警報に切り替
える可能性に言及
する高潮注意報

２
気象
状況
悪化

自らの避難行動を
確認する

洪水、大雨、
高潮注意報

２
相
当

氾濫注意情報

危険度分布：黄
(氾濫注意水位超過)

危険度分布：黄
（注意）

危険度分布：黄
（注意）

１
今後気象
状況悪化
のおそれ

災害への心構えを
高める

早期注意情報
１
相
当

※高齢者等以外の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わ
せたり自主的に避難

上段太字：危険性が高まるなど、特定の条件となった際に発表される情報（市町村に対し関係機関からプッシュ型で提供さ
れる情報）

下段細字：常時、地図上での色表示などにより状況が提供されている情報（市町村が自ら確認する必要がある情報）

「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）より
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑦

2．避難情報に関するガイドラインと防災気象情報
・５段階の警戒レベルと防災気象情報

※1 夜間～翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が高い注意報は、高齢者等避難（警戒レベル3）に相当します。
※2 「極めて危険」（濃い紫）が出現するまでに避難を完了しておくことが重要であり、「濃い紫」は大雨特別警報が発表された際の警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込み

に活用することが考えられます。

「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑧

2．避難情報に関するガイドラインと防災気象情報
・地域防災計画等の修正について

● 令和3年5月20日に改正災害対策基本法が施行され、内閣府作成の
「避難情報に関するガイドライン（令和3年5月）」が公表されました。
これを踏まえ、今後、北海道の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」

（作成例）も改訂が行われる見込みです。
● 市町村で「地域防災計画」や「マニュアル」類の修正を行う際には、
釧路地方気象台及び帯広測候所でも十勝総合振興局と連携しながら、
支援をさせていただきます。
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑨

3．気象庁ホームページのリニューアル

当該地域に発表中の防災情報が一目でわかるようにアイコン表示するとともに、様々な情報を1ページにまとめて表示。
デフォルトでは、当該地域に重要な情報をページ上段に表示。（表示要素や順序は利用者独自のカスタマイズ可能）
防災担当者等に御活用いただけるコンテンツを新たに掲載。（気象台からのコメント、24時間解析雨量など）

気象庁ホームページ
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

令和3年2月24日にリニューアル
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑩

3．気象庁ホームページのリニューアル

気象庁ホームページと防災情報提供システムを統合し、「流域雨量指数の予測値」は気象庁ホームページへ掲載。
水位が急激に上昇する中・小河川における水位上昇のおそれを把握し、早い段階から防災行動に繋げられるよう、

引き続き「流域雨量指数の予測値」を御活用ください。

流域雨量指数の予測値
https://www.jma.go.jp/jma/index.html
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑪

4．大雨警報（浸水害）・洪水警報等における除外格子の設定
・除外格子設定の目的及び設定日
令和3年6月3日から市町村の避難勧告や住民の自主避難等に警報・注意報をより一層ご活用いただくため、自治体と連携の下、

住民が居住しない（又は災害が起こりえない）地域への警報の発表を抑制することを目的として、大雨警報（浸水害）と洪水警
報の基準に除外格子（1kmメッシュ毎）を設定しました。
このことにより、災害に対する警報・注意報の発表回数や空振りが減る効果があり、避難勧告など自治体の防災対応において、より使

いやすい警報・注意報になることが期待されます。

北海道全体のイメージ図
着色した部分が除外格子です。

の格子を除外
12



第８回十勝川外減災対策協議会

⑫

4．大雨警報（浸水害）・洪水警報等における除外格子の設定
・除外格子設定の考え方（以下の考え方に基づき、除外格子を設定しています。）

離島海岸除外格子
• 離島や海岸付近の格子を中心に「災害の素因が一切存在しない格子」を抽出。

大雨警報(浸水害)
大雨注意報

洪水警報
洪水注意報

危険度分布の
通知サービス※

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

洪水警報の
危険度分布

基準に達しても、警報及び注意報を発表しない。 通知しない。 着色しない。 着色しない。

山岳除外格子
• 避難勧告の対象とならない地域を警報の発表対象から除くことを目的として、「人口0人かつ土地利

用の種別が『森林』『荒地』『河川湖沼』のみで構成されている格子」を抽出。

大雨警報(浸水害)
大雨注意報

洪水警報
洪水注意報

危険度分布の
通知サービス※

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

洪水警報の
危険度分布

基準に達しても警報は発表しないが、注意報は発表。 通知しない。 黄色のみ着色。 濃い紫、うす紫、
赤、黄を着色。

大雨警報(浸水害)
大雨注意報

洪水警報
洪水注意報

危険度分布の
通知サービス※

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

洪水警報の
危険度分布

基準に達した場合に発表。 基準に達しても発表しない。 浸水害のみ通知する。 濃い紫、うす紫、
赤、黄を着色。 着色しない。

※ 「危険度分布の通知サービス」
民間事業者が原則として市町村単位に危険度分布の「非常に危険」（うす紫）が出現した時にプッシュ型で通知するサービス。
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第８回十勝川外減災対策協議会

⑬

4．大雨警報（浸水害）・洪水警報等における除外格子の設定

地理院タイル（淡色地図）を加工して使用

格子の数 除外格子数 除外格子割合

11,548 5,522 48%

格子の色 格子の名称 格子の説明

山岳除外格子
（警報除外格子）

［洪水］警報は発表しないが注意報は発表する。
［浸水］警報は発表しないが注意報は発表する。

離島海岸除外格子
（洪水除外格子）

［洪水］警報、注意報を発表しない。
［浸水］警報、注意報を発表する。

離島海岸除外格子
（完全除外格子）

［洪水］警報、注意報を発表しない。
［浸水］警報、注意報を発表しない。

0

20

40

60

80

100

120

除外なし 除外あり 除外なし 除外あり

洪水警報 大雨警報（浸水害）

発表回数

十勝地方の除外格子

0

20

40

60

80

100

除外なし 除外あり 除外なし 除外あり

洪水警報 大雨警報（浸水害）

空振り回数

十勝地方における除外格子設定による発表回数と空振回数の低減

災害の捕捉状況を維持したまま、発表回数を20～28%、
空振回数を23～33%程度減少させることができる見込み。

20％減

28％減

23％減

33％減
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【帯広開発建設部】国が行う洪水予報について（変更）
十勝川外

減災対策協議会

● 洪水予報の発表及び水位周知河川における水位到達情報の発表について、以下の点で修正
し、６月１日から運用しています。
【主な変更内容】
○ 水位予測情報の提供を ３時間先 ⇒ ６時間先へ。
○ 警戒レベル４の「避難勧告・避難指示(緊急)」 ⇒ 「避難指示」に一本化

警戒レベル３の「避難準備・高齢者等避難開始」 ⇒ 「高齢者等避難」

警戒レベルにあわせた
避難情報の修正

6時間先までの
水位予測情報の提供
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【帯広開発建設部】国が行う洪水予報について（補足）
十勝川外

減災対策協議会

【補足】令和2年から大雨特別警報の警報等への
切替時に河川氾濫に関する情報を臨時の洪水予
報として発表することとしています
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【帯広開発建設部】「防災用語ウェブサイト」を公開
十勝川外

減災対策協議会

○「緊急放流」や「氾濫危険情報」などの説明
や求められる行動等を掲載。

↓「防災用語ウェブサイト」の掲載例
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